
国 自旅第 35号 の 3

平成 21年 5月 21日

石川県

介護保険担当部長 殿

福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等について

福祉有償運送については、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」(平成 1

8年 9月 15日 付け国自旅第 143号 )(別 紙 1)、 「自家用有償旅客運送者が利用者か

ら収受する対価の取扱いについて」(平成 18年 9月 15日 付け国自旅第 144号 )(別

紙 2)、 「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(平成 18年 9月 1

5日 付け国自旅第 145号 )(別 紙 3)等 により取 り扱つているところですが、これ ら

関係通達の一部について、解釈、運用上の疑義等が指摘されているため、今般、別添の

とおり 「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たつての留意点等について」

(平成 21年 5月 21日 付け国自旅第 35号 )と して地方運輸局自動車交通部長及び沖

縄総合事務局運輸部長あて通達 したところです。

つきま しては、本通達の趣旨についてご理解の上、引き続き、自家用有償旅客運送の

円滑な実施に向けご協力をいただきますとともに、関係市町村に対する周知方につきま

しても、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

なお、本趣旨については、厚生労働省、も通知済みであることを申し添えます。

千嵐 21,5125費 付



別 紙 1

国 自 旅 第 143号

平成 18年 9月 15日

一部改正 国 自 旅 第 33号

平成 21年 5月 21日

各 地 方運輸局長

沖縄総合事務局長

自動車交通局長

福祉有償運送の登録に関する処理方針について

平成 18年 5月 に公布された道路運送法等の一部を改正する法律(平成 18年 法律第4

0号 )が平成 18年 10月 1日 から施行されることとなるが、この改正は、地域住民の生

活に必要な旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、

地域の関係者が必要であると合意した場合に、一定の要件を満たした市町村や特定非営利

活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を可能とする登録制度を創設し、

輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的とするものである。

本目的を踏まえ、福祉有償運送の登録に関する処理方針を別添のとおり定めたので、各

地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、その趣旨を十分理解の上、遺漏のないよう取

り扱われたい。

殿

殿



福祉有償運送の申請に対する処理方針

以下の方針の定めるところにより行 うものとする。

1.福 祉有償運送について

道路運送法 (昭和 26年 法律第 183号 。以下 「法」という。)第 78条 第 2号 に定

める自家用有償旅客運送の うち、道路運送法施行規則 (昭和 26年 運輸省令第 75号 。

以下 「施行規則」 という。)第 49条 第 3号 に定める福祉有償運送 (以下 「福祉有償運

送」 とい う。)は 、タクシー等の公共交通機関によつては要介護者、身体障害者等施行

規則第 49条 第 3号 に掲げる者に対する十分な輸送サー ビスが確保できないと認められ

る場合において、特定非営利活動促進法 (平成 10年 法律第 7号 )第 2条 第 2項 に規定

する特定非営利活動法人その他施行規則第 48条 に掲げる者 (以下 「法人等」という。)

が、実費の範囲内であり、営利 とは認め られない範囲の対価によって乗車定員 11人 未

満の自家用 自動車を使用 して当該法人等の会員に対 して行 う原則として ドア ロツー ・.ド

アの個別輸送サー ビスをいうものとする。

2.登 録の申請

(1)登 録を行 う場合

法第 79条 の 2に 基づ く登録の申請は、次の場合に行 うものとする。

① 新 たに登録を受け福祉有償運送を行おうとする場合

② 登 録の有効期間の満了又は業務の廃止の届出により登録の抹消を受けた後、新た

に登録を受けようとする場合

③ 登 録の取消しを受けた後2年 を経過した日以後において、再度登録を受けようと

する場合

④ 現 在福祉有償運送を行つている法人等が、法人等の合併によつて新たな法人等と

なつた場合において、登録を受けていない法人が承継法人となり福祉有償運送を行

う場合

(2)登 録の申請

登録の申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書 (様式第1-1

号)に 、(3)に 掲げる添付書類を添えて、運送の区域の所在する市町村 (特別区を

含む。以下同じ。)を 管轄する運輸支局長等 (兵庫県にあつては神戸運輸監理部長、

沖縄県にあつては陸運事務所長を含む。以下同じ。)(複 数の市町村を運送の区域と

する場合にあつては、運営協議会の協議が調つた市町村のうち主たる事務所の所在地

である市町村を管轄する運輸支局長等)あ て提出するものとする。

① 申 請者の名称

② 申 請者の住所

③ 申 請者の代表者の氏名

④ 自 家用有償旅客運送の種別

⑤ 運 送の区域

運送の区域は、市町村の長が主宰する運営協議会の協議が調つた市町村を単位と



するものとし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることを要するも

のとする。

運営協議会が複数市町村の合同で主宰される場合又は都道府県によつて主宰され

る場合の運送の区域は、当該運営協議会の地域の全域とするのではなく、運送を必

要とする者の居住地及び行動の目的地等に照らし合理的であり、かつ、当該団体の

運行管理が適切かつ確実に実施されると認められる範囲の市町村を定めるものとす

る。

⑥ 事 務所の名称及び位置

福祉有償運送を実施する全ての事務所の名称及び住所を記載するものとする (記

載する事務所は主たる事務所、従たる事務所を問わない。)。この場合において、

申請者が広域的に活動を行つている場合は、申請書には福祉有償運送を実施する事

務所の名称及び住所 (活動拠点を定めた場合にはその名称及び住所)を 記載するも

のとする。

② 事 務所ごとに配置する福祉有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごとの数

事務所ごとに法人等が所有する自家用自動車及びボランティア個人の持込みの自

動車 (乗車定員 11人 未満の自動車であつて、福祉有償運送を実施する間、申請者

が使用権原を有するものに限る。)の 別ごとに、以下に掲げる自動車の台数を記載

(軽自動車がある場合には、その数を内数として括弧書きで記載)す るものとする。

(イ)寝 台車 :車内に寝台 (ストレッチャニ)を 固定する設備を有する自動車

(口)車 いす車 :車いすの利用者が車いすのまま車内に乗 り込むことが可能な自動

車であつてス回―プ又はリフ ト付きの自動車

(ハ)兼 用車 :ス トレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車

(二)回 転シー ト車 :回転シー ト (リフ トアップシー トを含む。)を 備える自動車

(ホ)セ ダン等 (貨物運送の用に供する自動車を除く。)

③ 運 送 しようとする旅客の範囲

(イ)運 送 しようとする旅客の範囲は、施行規則第 49条 第 3号 イ、日、ハt二 の

区分のうち、運送の対象とするものを記載する。なお、申請日において運送 し

ようとする旅客の中に該当する者がいない区分については、申請することがで

きない。

(口)施 行規則第 49条 第 3号 イに該当する旅客にあつては身体障害者手帳を、同

号口に該当する旅客にあつては介護保険被保険者証を所持する者であること。

(ハ)施 行規則第 49条 第 3号 ハ及び二に該当する者を対象とする場合には、運営

協議会において当該者の身体状況等について運送の対象とすることが適当であ

ることの確認がなされた者であること。

(二)施 行規則第 49条 第 3号 ハ及び二に該当する旅客にあっては、付添い、見守

り等の介助なしには、タクシー等の公共交通機関の利用が困難である者を含む

ものとし、「その他の障害を有する者」には、自閉症、学習障害などの発達障

害を有する者を含むものとする。

(ホ)福 祉有償運送は、 ドア ・ッー ・ドアの個別輸送を原則とするが、施行規則第

49条 第 3号 に定める者のうち透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精

神障害者の施設送迎等であつて当該地域における運営協議会が必要と認めた場
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合には、 1回 の運行で複数の旅客を運送すること (以下、「複数乗車」という。)

ができるものとする。 この場合においては、旅客か ら収受する対価が施行規則

第 51条 の 15の 規定及び関係通達の定める基準を満た していることについて

運営協議会の合意がなされていることを要するものとする。

③ そ の他の留意事項

登録申請書の受理について、申請書記載事項や添付書類の不備等法令に定められ

た申請の形式的な要件に適合 しない申請であることが明らかである場合は、行政手

続法 (平成 5年 法律第 88号 )第 7条 の規定に基づき、速やかに申請者に対し当該

申請の補正を求めるものとする。

(3)添 付書類

施行規則第 51条 の 3に 定める申請書に添付する書類は、それぞれ次に掲げる書類

とする。

① 定 款等の書類

施行規則第 51条 の 3第 1号 に規定する申請者である法人等の定款 (財団法人に

あっては寄附行為)及 び登記事項証明書並びに役員名簿 (登記事項証明書により確

認できる場合は不要)。

② い わゆる欠格事由に該当しない旨を証する書類

施行規則第 51条 の3第 3号 に定める、法第 79条 の 4第 1項 第 1号から第 4号

までのいずれにも該当しない旨を証する書類とは、様式第 2号 に定める宣誓書とし、

法人等の代表者が当該法人の他の役員を含めて宣誓することができるものとする。

③ 運 営協議会において協議が調つていることを証する書類

施行規則第 51条 の3第 5号 に定める、運営協議会において協議が調つているこ

とを証する書類とは、運営協議会が申請者に交付 した様式第 3号 に定める書類とす

る。申請者の行おうとする福祉有償運送に対 して運営協議会における協議に基づく

特記事項がある場合には、当該書類にその旨記載するものとする。

④ 自 家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

施行規則第 51条 の 3第 6号 に定める、自家用有償旅客運送自動車についての使

用権原を証する書類とは、当該自動車の自動車検査証及び自動車の使用者と申請者

との間で締結された契約書又は使用承諾書とする。この場合において、当該契約書

又は使用承諾書は、福祉有償運送を実施する間、使用権原及び運送に伴う責任が申

請者にあることを定めたものであるものとする。

⑤ 自 家用有償旅客運送自動車の運転者が必要な要件を備えていることを証する書類

施行規則第 51条 の 3第 7号 に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者が施

行規則第 51条 の 16第 1項 に規定する要件を備えていることを証する書類とは、

様式第 4号 に定める運転者就任承諾書及び運転免許証の写 し並びに同項各号のいず

れかに掲げる要件を備えていることを証する書類の写 し (第二種運転免許を受けて

いない場合に限る。)と する。

⑥ 福 祉自動車以外の自動車を使用 して福祉有償運送を行う場合の運転者その他の乗

務員が必要な要件を備えていることを証する書類

施行規則第 51条 の 3第 8号 に定める、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉
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有償運送 を行おうとする場合における運転者その他の乗務員が施行規則第 51条 の

16第 3項 に規定する要件を備えていることを証する書類 とは、介護福祉士の登録

証の写 し、施行規則第 51条 の 16第 3項 第 2号 に規定する講習を修了 しているこ

とを証する書類の写 し又は同項第 3号 の要件を備えていることを証する書類の写 し

とする。

⑦ 運 行管理の責任者及び運行管理の体制 を記載 した書類

施行規則第 51条 の 3第 9号 に定める、運行管理の責任者及び運行管理の体制を

記載 した書類 とは、様式第 5号 に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書及

び様式第 6号 に定める自動車の運行管理の体制等を記 した書類 とし、配置する自動

車の数が 5両 以上 となる事務所の場合には、運行管理の責任者が施行規則第 51条

の 17第 2項 の要件を備えることを証する書類を要するものとする。

③ 整 備管理の責任者及び整備管理の体制を記載 した書類

施行規則第 51条 の 3第 10号 に定める、整備管理の責任者及び整備管理の体制

を記載 した書類とは、様式第 6号 に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類

とする。

③ 事 故が発生 した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載 した書類

施行規則第 51条 の 3第 11号 に定める、事故が発生 した場合の対応に係る責任

者及び連絡体制を記載 した書類とは、様式第 6号 に定める自動車の運行管理の体制

等を記 した書類とする。         ´

⑩  自 家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は

財産め損害を賠償するための措置を講 じていることを証する書類

施行規則第 51条 の 3第 12号 に定める、自家用有償旅客運送自動車の運行によ

り生 じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講 じ

ていることを証する書類とは、契約申込書の写 し、見積書等施行規則第 51条 の 2

2に 規定する国土交通大臣が告示で定める基準に適合する任意保険等に計画車両の

全てが加入 している又は加入する計画があることを証する書類とする。

① 運 送をしようとする旅客の名簿

施行規則第 51条 の 3第 13号 に定める、運送をしようとする旅客の名簿は、施

行規則第 51条 の 25各 号に掲げる事項を記載 した名簿 (参考様式第イ号を参考と

して運送者において作成 したものを含む。)又 は参考様式第口号に定める会員の身

体状況等の態様 ごとの人数を記載 した書類のいずれかとする。

(4)登 録の実施

① 登 録番号の付与

運輸支局長等は、登録を行つた場合には、自家用有償旅客運送者 (以下 「運送者」

という。)ご とに登録番号の付与を行い、これを管理するものとする。登録番号は、

抹消登録が行われるまでの間、変更登録が行われ他の運輸支局長等の管轄に属する

こととなつた場合であつても同一の番号により管理するものとする。(別記 1参 照)

ただ し、広域的に活動する法人等であつて、 1の法人等として登録するとかえつ

て活動実態の把握が困難となるため、活動の拠点たる地域ごとに登録 した方が望ま

しいと認められる場合にあつては、法人等の活動実態等も踏まえ、活動拠点ごとに
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登録を行 うことができるものとする。この場合において、法人等の登記上、活動拠

点たる事務所が法人等の登記簿に登記 されていない場合にあつては、当該事務所の

登記簿謄本、賃貸借契約書等により事務所の使用権原の確認を行 うものとする。

② 登 録を行つた場合の通知

運輸支局長等は、登録を行つた場合には、運送者に対 して登録の通知を行うもの

とする。通知は登録証 (様式第 7号 )の 交付にようて代えることができるものとす

る。

③ 登 録簿

運輸支局長等は、申請者を登録簿に登録 した場合には、登録簿を簿冊に調製 し運

輸支局等 (兵庫県にあつては神戸運輸監理部、沖縄県にあつては陸運事務所を含む。

以下同 じ。)の 事務所において縦覧に供するものとする。ただ し、当該登録簿が電

磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電

磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することが

できるものとする。

④ 登 録時に付すべき条件

登録時に付すべき条件は、以下のものが考えられるが、このほかに地域の実情、

申請内容等によりこれと異なる条件を付すこと及び条件を追加することができるも

のとする。

(イ)申 請時において要件を備えていない運転者がいる場合には、要件の確保の措置

が講 じられるまで当該運転者に運転させないこと。

(口)複 数乗車を行う場合において、旅客の輸送の安全の確保のため添乗をする者が

必要と認められる場合には、適切な者を乗務させること。

(5)登 録の拒否

以下の①～③のいずれかに該当する場合には、登録を拒否するものとする。この場

合においては、様式第 8号 に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとと

もに、運営協議会を主宰した市町村又は都道府県に対してもその旨を通知するものと

する。

① 法 第 79条 の 4第 1項第 1号 から第 4号 までに掲げる欠格事由のいずれかに該当

する場合

② 法 第 79条 の 4第 1項第 5号 に該当する場合

運営協議会において、当該法人等による福祉有償運送の実施が必要である旨の合

意がないこと。

③ 法 第 79条 の 4第 1項第 6号 に該当する場合

次の (イ)～ (へ)の いずれかに該当するものであること。

(イ)運 送 しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するために必要な福祉自動車

の保有がなされていない場合 (使用権原が申請者にない場合を含む。)

ただし、人工透析患者、精神障害者又は知的障害者のみを運送する場合等にあ

っては、この限りでない。

(口)施 行規則第 51条 の 16第 1項 に定める要件を備える運転者の確保がなされて

いないと認められる場合及び福祉自動車以外のセダン等の自動車を使用する場合

…
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にあつては、施行規則第 51条 の 16第 3項 に規定する要件を備える運転者その

他の乗務員が確保 されていないと認められる場合

(ハ)施 行規則第 51条 の 17第 1項 に規定する運行管理の責任者の選任及び運行管

理の体制の整備がなされていないと認め られる場合

(二)施 行規則第 51条 の 20に 規定する整備管理の責任者の選任及び整備管理の体

制の整備がなされていないと認め られる場合

(ホ)施 行規則第 51条 の 21第 1項 に規定する事故が発生 した場合の対応に係る責

任者の選任及び連絡体制の整備がなされていないと認め られる場合

(へ)施 行規則第 51条 の 22に 規定する自家用有償旅客運送 自動車の運行により生

じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が講 じら

れていないと認め られる場合

3.輸 送の安全及び旅客の利便の確保

登録を受けた運送者が講 じなければな らない輸送の安全及び旅客の利便の確保措置に

ついては、以下の点に留意することとする。

(1)運 転者の要件

① 施 行規則第 51条 の 16第 1項 に規定する、第 1種運転免許保有者であつて、「そ

の効力が過去 2年 以内において停止されていない者」であることの要件は〉地域の

実情に応 じて運営協議会において定めることができるものとする。ただし、2年 未

満の期間とすることはできないものとする。

② 登 録後において、施行規則第 51条 の 16第 2項 に規定する事故を惹起した運転

者には、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断を受診させること。

また、「その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合」とあるのは、運

送者に所属する運転者が道路交通法違反を惹起 した結果、運転免許停止以上の処分

を受けることとなつた場合をいうものとし、運送者は、当該運転者に適性診断を受

診させ、運転免許の停止条件が解除された後でなければ運転業務を再開させてはな

らないものとする。

(2)運 、行管理

運行管理の責任者の選任にあっては、施行規則第 51条 の 17第 2項 の定めにより、

事務所ごとに配置する自動車の数により必要となる員数を選任すること。

運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定

め、適切な運行管理の実施を確保するものとする。

(3)安 全な運転のための確認等及び乗務記録の実施

① 施 行規則第 51条 の 18第 1項 に定める、運送者が乗務 しようとする運転者に対

して行う確認、指示は対面により行うよう努める。対面での確認が困難である場合

には、電話により必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備 し実施すること。

② 施 行規則第 51条 の 18第 1項 に定める、運送者が乗務 しようとする運転者に対

して行う確認t指 示の記録は、参考様式第ハ号を参考として運送者において書式を

定め実施するものとする。
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③ 施 行規則第 51条 の 18第 2項 に定める運転者が乗務 した場合の乗務記録は、参

考様式第二号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。

(4)運 転者台帳及び運転者証の整備

① 施 行規則第 51条 の 19第 1項 に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者ご

との運転者台帳は、参考様式第ホ号を参考として運送者において定めるものとする。

② 施 行規則第 51条 の 19第 3項 に定める運転者証は、参考様式第へ号を参考とし

て運送者において作成するとともに、作成した運転者証を車内のダッシュボー ド付

近に掲示するか、同項に規定する作成番号及び作成年月日、運送者の名称、運転者

の氏名、運転免許証の有効期間並びに施行規則第 51条 の 16第 1項 及び第 3項 に

規定する運転者の要件として必要な講習の修了等の必要事項を記載 した運送者の発

行する身分証明書 (IDカ ー ドを含む。)を 旅客に見やすいよう適切な方法により

運転者に携行させるものとする。

(5)事 故の場合の処置

施行規則第 51条 の 21第 2項 に定める事故の記録は、参考様式第 卜号を参考とし

て運送者において書式を定め実施するものとする。

(6)損 害賠償措置の実施

施行規則第 51条 の 22に 規定する損害賠償措置を講ずる場合にあつては、自家用

有償旅客運送を行う場合においても、保険金の支払いが可能となるものを付保するも

のとし、登録後において、国土交通大臣が告示で定める保険金限度額を減 じるなどの

変更契約や正当な理由のない解約をしてはならないものとする。

(7)自 動車に関する表示

① 施 行規則第 51条 の 2oに 規定する自動車に関する表示については、以下に掲げ

る事項を車体の両側面に表示するものとする。

文字はステッカー、マグネットシー ト又はベンキ等による横書きとする。

この場合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺 5セ ンチメー トル以上とする。

(イ)運 送者の名称

(口)「有償運送車両」の文字

(ハ)登 録番号

② 登 録証の交付を受けた運送者は、登録証の写 しを自動車に備えて置かなければな

らないものとする。

(8)旅 客の名簿の作成管理

施行規則第 51条 の 25に 規定する旅客の名簿の作成管理に当たつては、個人情報

の保護の観点から適切に管理するものとする。

(9)苦 情処理体制の確保等

施行規則第 51条 の 26第 1項 に定める苦情処理の体制については、様式第 6号 に
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記載するもの とし、同条 2項 に定める苦情処理の記録は、参考様式第チ号 を参考 とし

て運送者において書式を定め記録するものとする。

(10)そ の他の留意事項

運営協議会は、上記に定めるもののほか、団体の活動実態及び地域の実情に応 じ、

必要 と認め られた事項を定めることができるものとする。

4.有 効期間の更新の登録

(1)更 新登録の申請

① 有 効期間の更新の登録の申請を行おうとする者は、更新登録申請書 (様式第 1-
~2号

)を 運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等 (複数の市町村を運

送の区域とする場合にあつては主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸

支局長等)に 提出するものとする。この場合において、運輸支局長等は、原則とし

て有効期間の満了する日の2ケ 月前から申請の受付を行うとともに、運送の区域が

他の運輸支局長等の管轄内に存するときは、当該運輸支局長等に通知を行うものと

する。

② 複 数の運送の区域を有する者にあつては、更新の登録を行うことについてそれぞ

れの運送の区域における運営協議会の合意が成立 していることを要するものとす

る。この場合において、一部の区域において更新の必要性について協議が調わなか

つた場合には、当該区域に係る有効期間の更新を行うことはできないものとする。

③ 有 効期間が満了した後、更新登録の申請があつた場合は、災害等によりやむを得

ない場合を除き有効期間の更新を行うことができないものとする。

運営協議会で更新についての協議を行つているにもかかわらず、有効期間の満了

する日までに協議が調わない場合には、運送者は協議が調つていることを証する書

類を添付せずに更新の登録の申請を行うことができるものとし、この場合において、

運輸支局長等は、協議が調つていることを証する書類の提出がなされるまでの間、

更新の登録の可否についての判断を留保することができるものとする。ただし、有

効期間の満了する日までに協議が調わないことにういて正当な理由がない場合にあ

っては、この限 りでない。

(2)更 新登録に当たつての審査及び登録の有効期間

更新登録に当たつては、行政への報告及び添付書類並びに運営協議会からの報告等

により業務の実施状況、法令違反、輸送の安全の確保命令その他の行政処分の有無等

を審査するものとし、次のいずれにも該当する場合にあつては、更新登録において付

与する有効期間を3年 とし、いずれかに該当しない場合にあつては2年 とする。

① 法 第 79条 の 9第 2項 の規定による自動車の運行の管理の方法を改善すること等

の命令を受けていないこと

② 法 第 79条 の 10に 基づく自動車事故報告規則第 2条 第 1項 に規定する事故を引

き起こしていないこと

③ 法 第 79条 の 12の 規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていない

こと
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(3)更 新登録の実施

① 上 記 2.の 場合に準 じて審査を行うものとし、登録の拒否を行う場合に該当する

場合を除き、更新登録を行うものとする。

② 運 輸支局長等は、更新登録後の登録簿を簿冊に調製 し運輸支局等の事務所におい

て縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されて

いるときには、運輸支局等において、当該電磁的記録により記録された情報を端末

表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。

③ 運 輸支局長等は、更新登録を行つた場合には、運送者に対して登録の通知を行う

ものとする。登録の通知は登録証の交付によつて代えることができるものとする。

④ 更 新登録を行つた運輸支局長等は、関係する運輸支局長等がある場合には、当該

運輸支局長等に更新登録を行つた旨、登録簿の写 しを添えて通知するものとする。

通知を受けた当該運輸支局長等は、登録簿の写 しを当該運輸支局等の事務所におい

て縦覧に供するものとする。

⑤ 更 新登録を拒否 した場合にあつては、 2.(5)の 場合に準 じ、様式第8号 に定

める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとともに、運営協議会を主宰した

市町村又は都道府県に対 してもその旨を通知するものとする。

5。 変更登録

(1)変 更登録を行 う場合

法第 79条 の 7の 規定に基づき、以下の①又は②に掲げる事項を変更 しようとする

場合は、変更登録を要するものとする。

① 運 送の区域 (減少することとなる場合を除く。)

② 運 送の種別 (既に過疎地有償運送及び福祉有償運送を行つている運送者が、いず

れかの有償運送を行わないこととする場合を除く。)

なお、登録後において市町村合併が実施された場合であつても、運送の区域は、合

併前の旧市町村の範囲にあるものとし、運送の区域を合併後の市町村の範囲としよう

とする場合にあつては、合併後の市町村の長が主宰する運営協議会における協議を経

て、変更登録を受けることを要するものとする。

(2)変 更登録の申請

変更登録の申請を行おうとする者は、様式第 1-3号 に定める申請書に (3)に 掲

げる添付書類を添えて、変更 しようとする運送の区域の所在する市町村を管轄する運

輸支局長等 (複数の市町村を運送の区域とする場合にあつては主たる事務所の所在地

である市町村を管轄する運輸支局長等)あ て提出するものとする。運送の区域の拡大

に伴い他の運輸支局長等の管轄にも属することとなつた場合は、新たに管轄となつた

運輸支局長等に申請を行うものとする。

(3)添 付書類

施行規則第 51条 の 11第 2項 に掲げる添付書類は、次に掲げるものとする。

① 運 送の区域が拡大される場合
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(イ)上 記 2.(3)① ～①に掲げる書類のうち、拡大 しようとする運送の区域にお

ける運行管理の体制を記載 した書類、運送 しようとする旅客の名簿、その他の変

更に伴い内容が変更されることとなる書類

(口)拡 大 しようとする運送の区域における市町村が主宰する運営協議会において協

議が調つていることを証する書類

(ハ)登 録証

② 有 償運送の種別が変更され新たに福祉有償運送を行うこととなる場合

(イ)上 記 2.(3)① ～①に掲げる書類のうち、自家用有償旅客運送自動車の運転

者が、施行規則第 51条 の 16第 1項 に規定する運転者の要件を備えていること

を証する書類、運送 しようとする旅客の名簿、その他の種別の変更に伴い内容が

変更されることとなる書類

(口)運 送の区域における市町村が主宰する運営協議会において協議が調つているこ

とを証する書類

(ハ)登 録証

(4)変 更登録の実施

① 変 更登録は上記 2.の 場合に準 じて審査 し、登録の拒否を行う場合に該当する場

合を除き、変更登録を行うものとする。

② 運 輸支局長等は、変更登録を行つた場合には、変更登録後の登録簿を簿冊に調製

し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただ し、当該登録簿が電

磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電

磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することが

できるものとする。

③ 変 更登録を行つた運輸支局長等は、変更登録前の運送の区域を管轄する他の運輸

支局長等がある場合には、当該運輸支局長等に変更登録を行つた旨、登録簿の写 し

を添えて通知するものとする。通知を受けた当該運輸支局長等は、登録簿の写 しを

当該運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。

④ 変 更登録を拒否 した場合にあつては、2.(5)の 場合に準 じ、様式第8号 に定

める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとともに、運営協議会の主宰者で

ある市町村又は都道府県に対 してもその旨を通知する。

(5)変 更登録時の留意事項

変更登録の場合にあつては、有効期間の更新は行わない。

6.軽 微な事項の変更の届出

(1)軽 微な事項の変更の届出

軽微な事項の変更については、登録事項変更届出書 (申請様式第 1-4号 )に より

届出を行うものとする。この場合において、事務所ごとの配置車両数が 5両 以上とな

つた場合にあつては、当該届出書に施行規則第 51条 の 3第 9号 に定める運行管理の

体制を記載 した書類及び施行規則第51条 の 17第 2項 に定める運行管理の責任者の

要件を備えていることを証する書類を添付するものとする。
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(2)軽 微な事項の変更の登録

軽微な事項の変更の届出があつた場合には、運輸支局長等は、届出の事実に基づき

変更の登録 を行 うものとし、変更後の登録簿を簿冊に調製 し運輸支局等の事務所にお

いて縦覧に供す るもの とする。ただ し、当該登録簿が電磁的記録をもつて作成されて

いるときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録によ り記録された情報

を端末表示する等電磁的方法によ り提供することができるもの とする。

7.業 務の停止及び登録の取消 し

法第 79条 の 12に 規定する業務の停止及び登録の取消 しを行 う場合の行政処分等の

基準については、別に定める。なお、運送者に対 して、警告、業務の停止又は登録の取

消 しを行つた場合においては、運輸支局長等は、処分等を行 うに至つた違反事実、行政

処分等の内容を遅滞な く運営協議会の主宰者に通知するもの とする。

8.登 録の抹消

(1)運 輸支局長等は、登録の有効期間が満了 した場合、業務の廃上の届出が行われた場

合及び登録の取消 しを行 つた場合においては、当該運送者の登録の抹消を行うもの と

する。

(2)運 輸支局長等は、運送者の登録の抹消を行つた ときは、当該運送者の名称を公示、

インターネ ッ トその他の適切な方法によ り公表す るものとし、かつ、その旨を運営協

議会の主宰者に通知するものとする。

(3)運 送者は、登録の抹消が行われた場合には、登録証の原本を登録簿の存する運輸支

局長等に返納 しなければな らないものとする。当該運送者は、登録証の返納を行 うま

での間、登録証の適切な管理 を行わなければな らないものとする。

附 則

1.本 処理方針は、平成 18年 10月 1日 以降に処分を行 うものか ら適用するものとす

る。

2.道 路運送法等の一部を改正する法律 (平成 18年 法律第 40号 。以下 「改正法」 と

いう。)附 則第 5条 の規定によ り改正前の道路運送法 (以下 「旧法」 という。)第 8

0条 第 1項 ただ し書の許可に係る運送について、改正法による改正後の道路運送法 (以

下 「新法」という。)第 79条 の登録を受けたとみなされる者 (以下 「みな し運送者」

という。)に 係る運転者証の作成 ・携行、 自動車に関する表示等に係 る本処理方針の

規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録 (軽微な事項の変更の届出に係

るものを含む。以下同 じ。)を 受けることとなる日までは適用 しない。

-10-



3.み な し運送者の うち、 1の 法人等が 旧法第 80条 第 1項 ただ し書の規定に基づき複

数の地域においてそれぞれの許可を取得 していた者においては、改正法の施行に伴い、

複数の運送の区域 を有する 1の 法人等が登録を受けたものとみな し新法の規定を適用

するもの とする。この場合において、当該許可の期限がそれぞれの地域で異なる場合

には、最初に到来する期限までを当該登録の有効期間とみな し、新法の規定を適用す

る。

4。 みな し運送者に係る登録簿の縦覧、登録事項の通知、登録証の交付、登録番号の付

与に係る本処理方針の規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録の日まで

は適用 しない。

5。 改正法施行後においてみな し運送者 に必要 とされる車体の表示の うち、「有償運送

車両」の文字及び 「登録番号」を車体の両側面に表示することについては、改正法施

行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、なお従前の例による。

6.改 正法施行後においてみな し運送者 に必要 とされる自家用自動車への登録証の備え

置きについては、改正法施行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、旧法第

80条 第 1項ただし書の規定に基づき交付を受けた許可証を備え置くものとする。

附 則 (平成 21年 5月 21日  国 自旅第 33号 )

1.本 処理方針は、平成 21年 6月 1日 以降に申請を受け付けるものか ら適用するもの

とする。

- 1 1 -



男J言巳1.

登録番号の付与方法

【番号付与例】

争号

福祉有償運送

ヨ1文 字 (例 :東京運輸支局)
~る

運輸局の頭 1文 字 (例 :関東運輸局)

注 1.神 戸運輸監理部兵庫陸運部の管轄にあるものは、頭 2文 字は 「神兵」と表

示する。

2.沖 縄総合事務局にあつては、「沖」 1文 字とし陸運事務所の表示は不要と

する。

様式及び参考様式につきましてはt添 付を省略しておりますので、以下のURLの

ぺ=ジ をご参照願います。

http://―。mⅡ障・gO.ip/1idOSha/sesaku/1igyo4ikayouyushoryokakuノ14.doc

…14…
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別 紙 2

国 自 旅 第 144号

平成 18年 9月 15日

自動車交通局長

自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて

今般、道路運送法 (以下 「法」という。)の 一部が改正され、自家用有償旅客運送の対価

について、道路運送法施行規則 (以下「施行規則」という。)第 51条 の15の 規定により、

その基準が定められた。これを受けて自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の

設定方法等について、具体的に以下のとおり定めたので、その旨了知されるとともにその

取扱いについて遺漏なきよう取り計らわれたい。

記

1.市 町村運営有償運送の場合

市町村運営有償運送の うち専 ら交通空白輸送を行うものに係る運送の対価の範囲につ

いては、当該地域又は隣接市町村等における一般乗合旅客自動車運送事業の運賃、当該

地域における撤退前の一般乗合旅客自動車事業の運賃を目安とする。

市町村運営有償運送の うち専 ら移動制約者の運送を行う市町村福祉輸送に係る運送の

対価の範囲については、当該地域又は隣接市町村等における一般乗用旅客自動車運送事

業に係る運賃の 1/2を 目安とするものとし、運送の対価以外の対価については当該―

般乗用旅客自動車運送事業における料金を参考として定めることができるものとする。

2.過 疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価の基準等について

(1)対 価の範囲

過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価は、運送サー ビスの提供及び当該運送

サー ビスと連続 して、又は一体として行われる役務の提供並びに施設の利用に要する

費用について、利用者の負担を求めるものであつて、以下の①及び②に掲げる範囲の

ものをいう。

① 運 送の対価

運送サービスの利用に対する対価



② 運 送の対価以外の対価

運送サービスと連続して、若しくは一体として提供される役務の利用又は設備の

利用に対する対価であつて、以下のようなものが考えられる。

イ.迎車回送料金

旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金。

口.待機料金                          ・

旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する料金。

ハ.その他の料金

介助料 (乗降介助に関する部分に限る。)、添乗料 (運送にあたつて添乗員を

付き添わせた場合の料金)、ス トレッチャー、車いす使用料等の設備使用料な

ど。

(2)対価の設定方法

① 運 送の対価

運送の対価は、原則として、次のイロロ.ハ "の 中から選択するものとする。

ただし、これらのいずれにもより難い場合にあつては、運営協議会の合意に基づ

地域の実情に応 じた運送の対価の設定を行 うことができるものとする。

距離制

原則として、旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応じて対

価を設定するものであつて、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの。

口.時 間制

旅客を運送するため旅客の指定した場所に到着 した時から旅客の運送を終了

するまでに要した時間により運送の対価を定めるものであつて、初乗りに係る対

価と加算に係る対価を定めるもの。

ハ.定 額制

旅客の運送に要 した時間及び距離によらず 1回 の利用ごとに対価を定めるも

の又は予め利用者の利用区間ごとの対価の額を定めるもの。

② 運 送の対価以外の対価

運送の対価以外の対価を設定する場合には、それぞれの対価の額及びそれを適用

する場合の基準を明確に定めるものとする。

(注)会 員となるときの入会金、年会費、月会費その他の名目で徴収され、専ら

団体の活動の維持 口運営に当てられる会費等は、原則としてここでの対価には

含めない。

(3)対価の設定に当たつての考え方

旅客から収受する対価は、法第79条 の8及 び施行規則第51条 の 15の 規定に基

づき、以下に掲げる考え方に従つて定めるものとする。

① 旅 客から収受する対価の水準

き

イ



旅客から収受 しようとする対価は、施行規則第 51条 の 115に おいて、実費の範
｀
囲内であると認められること、営利を目的としていると認められない妥当な範囲内

であることなどが求められており、具体的には、次のイ.か らホ.に 掲げる基準を

目安とするものとする

イ.運 送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃 (ハイヤー運賃を除 く。)

の概ね 1/2の 範囲内であること。

口.運 送の対価以外の対価にあっては、実費の範囲内であること。

ハロ均―制など定額制による運送の対価において、近距離利用者の負担が過重とな

るなど、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないと認められる

こと。

二.運 送の対価を距離制又は時間制で定める場合であつて、車庫 (事務所の車庫を

含む。)を 出発 した時点か らの走行距離を基に対価を算定 しようとする場合にあ

っては、当該同一旅客をタクシーが運送 した場合の実車運賃の額に迎車回送料金

を加えた合計額と比較 して、当該対価が概ね 1/2の 範囲内であると認められる

こと。ただ し、当該対価を適用する場合には、迎車回送料金を併せて徴収 しては

ならない。

ホ“過疎地有償運送に係る対価を定める場合であつて、上記イ.か ら二.ま での規

定によ りがたい場合は、当該地域又は近隣の一般乗合旅客自動車運送事業の運

賃 ・料金を参考として対価を定めることができる。

(注1)登 録後の実績に基づき、平均実車キロを算出することができる申請者にあ

つては、当該平均実車キロを乗車 した場合のタクシーの上限運賃を基準とし

て、上記イ.ハ .二 .の 考え方を適用することができる。

(注2)運 送の対価以外の名日で、実質的に運送サー ビスの対価を収受することに

より、運送の対価の水準を名目的に上記イ.に 合致する水準に抑制するなど

の操作は認められない。

② 対 価の適用方法

イ.時 間制及び距離制の双方を定めることは差 し支えないが、それぞれの適用方法

について明確に基準が設けられており、運送を利用 しようとする際に予め旅客に

対 して適用する対価の説明がなされる必要がある。

口.福 祉有償運送に係る運送の対価にあっては、1個 の契約により乗車定員 11人

未満の自動車を貸 し切って旅客を運送する場合の対価を定めるものである。この

ため、ハ“に規定する複数乗車 (1回 の運行で複数の利用者を運送する場合であ

つて、旅客 1人 ずつか ら対価を収受する場合をいう。以下同 じ。)の 対価を定め

ることができる場合を除き、旅客数に応 じた運送の対価を収受することはできな

いものであること。

ハ.福 祉有償運送における複数乗車の対価を定める場合には、旅客 1人 ずつか ら収

受する対価が明確に定められており、かつ、当該自動車の乗車定員を最大限利用



した場合における対価の総額が、同一距離又は時間を運行 した場合におけるタク

シー運賃の額 と比較 して概ね 1/2の 範囲内にあると認められるか、又は平均乗

車人員が算出できる場合には、平均乗車人員で運行 した場合の対価の総額が、同

一距離又は時間を運行 した場合におけるタクシー運賃の額 と比較 して概ね 1/

2の範囲内にあると認められるか、いずれかの方法により判断することができる`

二.運 送の対価以外の対価を利用者に求める場合は、旅客が利用した設備又は提供

された役務の種類ごとに金額を明記すること。

(4)タクシーの半額等、必要以上に価格の安いことを煽つて会員等の募集を行つてはな

らないこと。

附 則

1.本 規定は、平成 18年 10月 1日 から適用する。

2.み な し登録者における対価にあつては、なお、従前の例によることとし、みなし登録

者が施行日以降に対価を変更する場合か ら本規定の適用を行う。



別紙 3

国 自 旅 第 145号

平成 18年 9月 15日

各地方運輸局長

沖縄総合事務局長

自動車交通局長

運営協議会に関する国土交通省としての考え方について

今般の道路運送法等の一部を改正する法律 (平成 18年 法律第 40号 )の 衆議院国土交

通委員会及び参議院国土交通委員会の附帯決議において、運営協議会の設置の促進とそこ

での合意形成が図られるよう、地方公共団体に対 し本法改正の趣旨を周知徹底することと

されていることか ら、別紙のとおり 「運営協議会の設置及び運営に関するガイ ドライン」

を作成 したので、各地方公共団体等の関係者 とも連携を図 りつつt運 営協議会の場を活用

して地域の実情に対応 した自家用有償旅客運送の提供が図られるよう遺漏なきを期された

い。

また、本通達では、上記の趣旨を踏まえ、運営協議会の設置を促進する等の観点から別

添 1の とお り 「有償運送運営協議会設置要綱 (モデル要綱)」を呈示することとしたので、

運営協議会の運用の参考にされたい。   ｀

自家用有償旅客運送においては、各々の地域において、福祉輸送サー ビス及び過疎地に

おける輸送サー ビスが適切な役割分担のもと健全に発展 していくことが重要であり、運営

協議会における協議に当たつても、このような考え方について地方公共団体を始めとする

関係者の理解が得 られるよう努められたい。

殿

殿



運営協議会の設置及び運営に関するガイ ドライン

1.運 営協議会の目的

運営協議会は、過疎地有償運送及び福祉有償運送の必要性、旅客か ら収受する対価

その他の自家用有償旅客運送を実施するに当た り必要となる事項を協議するため設置

するものとする。運営協議会は、過疎地有償運送及び福祉有償運送が地域住民の生活

に必要な旅客輸送 を確保 し、もつて地域福祉の向上に寄与するよう自家用有償旅客運

送者に必要な指導 ・助言を行 うよう努めるものとする。

2.運 営協議会の設置及び運営

(1)運 営協議会は、原則として 1つ の市町村 (特別区を含む。以下同 じ。)を 単位 とし

て設置するものとする。

ただ し、地域の経済圏、交通圏等を勘案 し複数の市町村又は都道府県単位で設置す

ることを妨げない。都道府県単位で運営協議会を設置 しようとする場合には、都道府

県の区域 を交通圏、経済圏等を勘案 したプロックに分割 し、それぞれのプロックごと

の分科会形式などにより開催することが望ま しい。この場合において、分科会の構成

員、運営方法等は運営協議会に準ずるものとする。

(2)運 営協議会は、地方公共団体の長が主宰するものとする。また、複数市町村が合同

で主宰する場合及び都道府県が主宰する場合は、都道府県及び関係市町村がそれぞれ

担当の窓口を定めるとともにt運 営において重要な事項については関係市町村及び都

道府県の協議によ り決定するなど、緊密な連携と適切な役割分担のもと円滑な運営が

確保されるよう努めるものとする。

(3)運 営協議会の会長は、必ず しも地方公共団体の職員のみでなく、運営協議会の構成

員の中か ら互選により選任することもできるものとする。また、運営協議会の要綱に

定めることによつて、副会長その他運営に必要な役員を置 くこと及び運営協議会委員

の任期を定めることができるものとする。

(4)運 営協議会を設置 した地方公共団体は、設置 した旨を公表するものとする。

(5)運 営協議会は原則として公開とする。ただ し、開催 日時及び場所、議題、協議の概

要、合意事項等を記載 した議事概要の公開をもつてこれに代えることができるものと

する6

(6)運 営協議会は、必要と認める場合には、運営協議会の下に幹事会をおくことができ

るものとする。幹事会は、申請内容の事前審査、運営協議会の円滑な運営のための方

法 (関係者の合意に関する部分を除 く。)を 審査 し、幹事会において審査 した事項に関

して運営協議会に報告するものとする。

3.協 議を行 うに当たっての具体的指針

運営協議会においては、次の (1)～ (5)に 掲げる事項について、それぞれ各号



に掲げる事項に留意 しつつ、具体的な協議を行うものとする。協議が調つた事項を変

更しようとする場合も同様とする。協議に当たつては、主宰者は、自家用有償旅客運

送を行おうとする者 (有効期間の更新の登録、変更登録を行おうとする者を含む。以

下 「申請者」という。)に 対 し、協議に必要な資料の提出を求めることができるものと

する。

(1)NPO等 による自家用有償旅客運送の必要性

NPO等 による自家用有償旅客運送は、タクシー等の公共交通機関のみによつては、

身体障害者や要介護者等の移動制約者又は交通空白地における住民に対する十分な輸

送サービスの確保が困難であると認められる場合において、それらを補完するための

手段として、当該地域における必要性が認められるものでなければならない。必要性

の判断に当たつては、以下に掲げる事項に十分留意 しつつ、地域の関係者からなる運

営協議会において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保 し、もって地域福祉の向

上に資するため責任ある議論が行われることが求められる。

①福祉有償運送について

当該地域におけるNPO等 による福祉有償運送の必要性が認められる場合とは、

タクシー事業者等による福祉輸送サービスが実施されていないか又は直ちに提供さ

れる可能性が低いと認められる場合、地域に福祉輸送サービスを実施 しているタク

シー事業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給量が不足している

と認められる場合があり得るが、具体的には地域の実情に応 じて運営協議会におい

て適切に判断されることが必要である。

以上の点を協議 “判断するため、当該地域における次に掲げる資料を用いて協議

を行うことが望ましい。

(イ)当 該地方公共団体の区域における要介護者、身体障害者その他の移動制約

者の状況

(口)当 該地方公共団体の区域におけるタクシーの台数、福祉タクシーの台数及

びこれら福祉タクシーを含む公共交通機関が行う移動制約者の輸送の状況

(今後の実施予定も含む。)

(ハ)福 祉タクシー券の利用状況

(二)NPO等 による移動制約者に対する輸送サービスの活動状況

(ホ)そ の他協議 口判断を行うに当たつて必要と認められる資料

②過疎地有償運送について

NPO等 による過疎地有償運送の必要性が認められる場合は、過疎地域自立促進

特別措置法(平成 12年 法律第 15号 )第2条 第 1項 に規定する過疎地域において、

バス、タクシー等による輸送サービスの供給量が、地域住民の需要量に対して十分

に提供されていないと認められる場合、その他の地域においては、・これに類する地



域 として当該地域におけるタクシー等の営業所が存 しない場合、タクシー等の営業

所が遠隔地にあるため旅客の需要に的確に応 じることが困難 となつている場合など、

実質的にタクシー等によっては当該地域の住民に必要な旅客輸送の確保が困難とな

っている状況にあると認められる場合又はそのような事態を招来することが明らか

な場合などが想定されるが、この場合も① と同様、地域の実情に応 じて運営協議会

において適切に判断されることが必要である。

以上の点を協議 ・判断するため、当該地域における次に掲げる資料を用いて協議

を行 うことが望ま しい。

(イ)当 該地方公共団体の区域において輸送の対象となる住民の数

(口)当 該地方公共団体の区域におけるバス ・タクシーによる輸送の状況

(ハ)当 該地方公共団体の区域におけるNPO等 による輸送サー ビスの提供状況

(二)そ の他協議 口判断を行 うに当たつて必要と認められる資料

(2)運 送の区域

運送の区域は、運営協議会において協議が調つた市町村を単位とするものとし、

旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることを要するものとする。

運営協議会が複数市町村の合同で主宰される場合又は都道府県によつて主宰され

る場合の運送の区域は、当該運営協議会の地域の全域 とするのではな く、運送を必要

とする者の居住地及び行動の目的地等に照 らし合理的であり、かつ、当該団体の運行

管理が適切かつ確実に実施されると認められる範囲の市町村を定めるものとする。

なお、過疎地有償運送の場合にあつては、当該市区町村の交通空白等の状況から、

運営協議会の合意に基づき、運送の区域を市町村内の一部の地域に限定することがで

きる。この場合において、運送の区域を見直す場合は、再度、運営協議会の合意を要

するものとする。

(3)旅 客か ら収受する対価

NPO等 が実施する自家用有償旅客運送において、旅客か ら収受 しようとする対

価が、道路運送法施行規則 (昭和 26年 運輸省令第 75号 。以下 「施行規則」という。)

第 51条 の 15各 号の規定及び関係通達 (「自家用有償旅客運送者が利用者から収受

する対価の取扱いについて」平成 18年 9月 15日 付け、国自旅第 144号 )の 規定

に基づき、適切な実費に基づ く営利に至 らない範囲で定められているものと認められ

ること。この場合において、申請者に対 し、旅客か ら収受する対価の額等について、

議論のために必要となる資料の提出を求めるとともに、設定 しようとする対価につい

て、必要に応 じ申請者か ら説明等を聴取するものとする。

(4)運 送 しようとする旅客の範囲

運送 しようとする旅客の範囲が、有償運送の種別に応 じ、それぞれ次に掲げるもの

となつていること。



①福祉有償運送の場合

イ)運 送 しようとする旅客 (付添人を除 く。)が 、他人の介助によらずに移動するこ

とが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体

障害者、要介護者、要支援者、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障

害その他の障害を有する者であつて、申請者の団体において会員登録を受けた者

又は受ける予定の者であることを要する。

このため、申請者に対 しては、当該会員(会員となる予定の者を含む。以下同 じ。)

の障害等の態様を記載 した書類の提出を求め、施行規則第 49条 第 3号 ハ及び二

に規定する者が運送を利用する会員となつている場合には、運営協議会において、

当該会員の移動制約の状況を踏まえ、運送の対象とすることの妥当性等の確認を

行 うこと (申請者に当該会員の具体的な身体状況等の説明を求める、身体状況に

ついて運営協議会の事務局が予め聴取 した上でその内容を運営協議会に報告する、

運営協議会の下に判定委員会を設置 し、当該判定委員会において運送の対象とす

ることの適否について審査する等の方法が考えられる。)。

口)福 祉有償運送は、 ド ア ロツー ・ドアによる個別輸送が原則であるが、運営協議

会でその必要性が認められた場合にあつては、透析患者の透析のための輸送等に

ついて、 1回 の運行で複数の当該会員の運送 (以下 「複数乗車」という。)を 行 う

ことができる。運営協議会は、複数乗車を認めることとした場合においては、当

該会員か ら収受 しようとする対価が施行規則第 51条 の 15の 規定及び関係通達

の定める基準を満た していることについて協議 しなければならない。また、運送

する旅客の障害の態様等から輸送の安全を確保するために必要と認められるとき

は、添乗者を同乗させること、福祉車両を使用する場合にはそれぞれの旅客に対

応 した車いす固定装置が装備されていることなど、申請者に対 して輸送の安全及

び旅客の利便の確保のために必要な措置を講ずることを求めることができるもの

とする。

②過疎地有償運送の場合

運送 しようとする旅客が、施行規則第 49条 第 2号 及び関係通達 (「過疎地有償運

送の申請に対する処理方針」、平成 18年 9月 15日 付け、国自旅第 142号 )に 規

定する、当該地域の住民及びその親族、当該地域内に存する官公庁、病院その他の

公共的施設を利用する者、その他当該地域において日常生活に必要な用務を反復継

続 して行 う必要がある者であつて、申請者の団体において会員登録を受けた者又は

受ける予定の者及びその同伴者であることを要するものとする。

申請者に対 しては、会員の名簿の提出を求めるものとする。

(5)そ の他必要と認められる措置

運営協議会は、必要に応 じ、以下に掲げる事項について、施行規則に定める要件

が確保 されているかどうか等に関 し、申請者から説明を求め確認を行 うものとする。
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5.

①自家用有償旅客運送に使用する自動車の種類ごとの数

②運転者に求められる要件

③損害賠償措置

④運行管理の体制

⑤整備管理の体制

⑥事故時の連絡体制

⑦苦情処理体制

③その他必要な事項

運営協議会の構成員

(1)運営協議会の構成員は、施行規則第51条 の8第 1項に掲げる者とする。ただし、

同条第2項の規定により、地域の実情により構成員に上記以外の者を加えることがで

きる。

(2)構成員を選任し、又は変更するに当たつては、運営協議会の公正 ・中立な運営を行

い得るよう、施行規則第51条 の8第 1項各号に掲げる構成員ごとのパランスに留意

し、特定の者に偏らないよう配慮する。

(3)申請者に対しては、運営協議会を主宰する地方公共団体が事前に意見の聴取を行う

か、又は、運営協議会 (幹事会を含む。)に 申請者を参加させ、運送する旅客の範囲、

対価、運送の頻度等の有償運送の活動内容及び申請に関する意見を述べさせることと

するか、いずれかの措置を講ずるものとすること。ただし、当該申請者が運営協議会

に参加する場合にあつては、自らが行う有償運送の可否の議決には加わることはでき

ないものとする。

運営協議会の合意

(1)運 営協議会の合意の方法

運営協議会において協議が調つた場合に、運営協議会における合意があつたものと

みなす。運営協議会で協議を行うに当たつては、公正 ・中立な運営を確保するため、

構成員のパランスに配慮 し委員の選任を行うとともに、関係者間のコンセンサスの形

成をめざして、十分に議論を尽くして行うものとする。議決については、円滑な運営

を確保するため、予め運営協議会の設置要綱に議決に係る方法を定めるものとする。

(2)運 営協議会で協議が調つた場合の措置

運営協議会は、下記(3)①から③までに掲げる事項を協議し、協議が調つた場合には、

施行規則第51条 の3第 4号に規定する合意が存することを証する書類を、申請者に

対し交付するものとする。

(3)運営協議会において合意を必要とする事項

運営協議会においては、以下に掲げる事項について関係者間で協議が調うことを要

するものとする。



6.

①  当 該地域の輸送状況等から、道路運送法(昭和 26年 法律第 183号 。以下「法」

という。)第 79条 の4第 1項第 5号 の規定に基づき、NPO等 による自家用有

償旅客運送が必要であること

②  法 第 79条 の 6第 1項 に規定する有効期間の更新の登録を行う場合には、引き

続き、当該地域においてNPO等 による自家用有償旅客運送が必要であること

③  法 第 79条 の7第 1項 に規定する変更登録を行う場合には、その必要性がある

こと

④  法 第 79条 の8第 2項 に規定する基準に基づく旅客から収受する対価 (変更し

ようとする場合も同様)

(4)運営協議会の合意を解除する場合

法第 79条 の 12第 1項第 4号 に規定する合意の解除については、合意を解除しよ

うとするに至つた事実及び理由を示して協議を行うものとする。この場合において、

当該自家用有償旅客運送者に業務改善又は弁明の機会を付与するなど、可能な限り手

続き上の透明性に配慮するものとする。

登録実施後における主宰者の役割

主宰者は、自家用有償旅客運送に係る相談、違反時の通報連絡体制、事故時の対応、

その他利用者等からの苦情等に対応するため、連絡窓口を整備するものとする。

主宰者が都道府県である場合は、当該都道府県及び関係市町村のそれぞれに連絡窓

口を整備するものとする。

(有償運送に係るご相談又は通報窓口)

△△市役所△△部△△課

連絡先 :TEL tt X X Xttx x文―×xxX

F A X  X  X  X  X― X X X― X X X X

担 当 :○〇、△△、□□

主宰者は、利用者等か らの苦情及び通報、事故、その他の連絡を受けた場合には、こ

れ らに係 る自家用有償旅客運送者の適切な運営を確保するため、運営協議会の構成員に

当該事実を通知するとともに、運営協議会において対応を協議 し必要な指導を行うこと

ができるものとする。

運営協議会において必要な指導を行つたにもかかわ らず当該 自家用有償旅客運送者が

これに従わない場合、運営協議会において協議が調つた事項に相違 して運送を行つてい

るとの通報があつた場合、利用者か らの苦情等のうち悪質と思われるものや死亡事故等

の重大事故の発生等の連絡を受けた場合には、主宰者は各地域の運輸支局等に連絡を行

う等相互に緊密な連携を図 り対応を協議するものとする:

また、運輸監理部長又は運輸支局長から、運営協議会で協議 した自家用有償旅客運送者
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に係る業務の停止又は登録の取消等、行政処分に係る通知を受理 した場合にあつては、当

該事実を運営協議会の構成員に周知するとともに、必要に応 じ運営協議会を開催 し対応を

協議する等適切な対応を実施するものとする。



(別添 1)

○○市 有 償運送運営協議会設置要綱 (モデル要綱)

制定 平 成  年

(目的)

第 1条  OO市 運営協議会 (以下 「協議会」という。)は 、道路運送法 (昭和 26年 法律第

183号 。以下 「法」という。)の 規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通

じ、○○市の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図 り、公共の福祉の増進

を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これ らを行 う場合における旅客か

ら収受する対価その他 自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる

事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第 2条  協 議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

①  法 第 79条 の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録 (法第 79条 の 6第 1項

の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第 79条 のフ第 1項 の規定に基づく変

更登録を含む。)を 申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関

する事項

②  法 第 79条 の 12第 1項第4号 の規定による合意の解除に関する事項

③ 協 議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運

送に関 し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)     .

第 3条  協 議会の構成員は、次に掲げる者とする。

① OO市 長又はその指名する職員

② OO市 を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業

者及びその組織する団体

③ OO市 に現在する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

④ OO地 方運輸局長若しくは○○運輸支局長又はその指名する職員

⑤ 関 係する地方公共団体の長又はその指名する職員

⑥ 関 係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

⑦ OO市 において現に (過疎地又は福祉)有 償運送を行つている特定非営利活動法

人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

③ 学 識経験者その他協議会を主催する地方公共団体が必要と認める者

(協議会の運営)

第4条  協 議会に会長をおき、主宰する地方公共団体の職員の中からこれを充てる。

2 会 長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会 長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協 議会の議決の方法は、OOOOと する。

5 協 議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保



し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持つて責任ある議論を行うよう

努めるものとする。

6 協 議会は原則 として公開とする。ただ し、個人情報の取扱いについては十分

配慮 し、必要に応 じ非公開とする等の適切な措置を講 じるものとする。

7 協 議会の庶務は、OO市 ○OOO部 において処理する。

8 有 償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡 ・通報窓口を

定めるものとする。

(有償運送に係るご相談又は通報窓口)

△△市役所△△部△△課

連 絡 先 : T E L  X X X X― X X X― X X X X

FAX X X X X― ‐XXX― ‐XXXX

担 当 :○〇、△△、口□

(守秘義務)

第 5条  協 議会の委員 (幹事会の委員)は 、個人情報その他業務上知 り得た秘密を他に

漏 らしてはな らない。

(協議結果の取扱い)

第 6条  協 議会において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重 し、当該

事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協 議会において協議が調つた場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申

請を行 うものとする。

(その他)

第 7条  こ の要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関 し必要な事項は、会長が運営

協議会に諮 り定める。

[以下は必要に応 じ定めることとする]

(幹事会)

第○条 協 議会はt

理するため、

2 幹 事会は、

とができる。

3 幹 事会は、

運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たつて必要な事項を処

幹事会を置 くことができる。

第 3条 に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とするこ

必要に応 じ、関係者を招集 し意見を聴 くことができる。



国 自 旅 第 35号

平成 21年 5月 21日

各地方運輸局自動車交通部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車交通局旅客課長

福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たつての留意点等について

福祉有償運送にういては、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」(平成 1

8年 9月 15日 付け国自旅第 143号 )(以 下 「処理方針」という。)、「自家用有償旅客

運送者が利用者か ら収受する対価の取扱いについて」(平成 18年 9月 15日 付け国自

旅第 144号 )(以 下 「対価通達」という。)、「運営協議会に関する国土交通省としての

考え方について」(平成 18年 9月 15日 付け国自旅第 145号 )(以 下 「ガイ ドライン」

という。)等 により取 り扱つているところであるが、これ ら関係通達の一部について、

解釈、運用上の疑義等が指摘されているため、今般、その趣旨等について、下記のとお

り整理することとしたので、十分理解の上、遺漏のないよう取 り扱われたい。

なお、本件については、別添のとおり、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団

法人全国福祉輸送サー ビス協会会長あて通知 したので申し添える。

記

1.運 送の区域について (処理方針 2.(2)⑤ 前段、ガイ ドライン3.(2)前 段)

福祉有償運送の運送の区域については、原則、運営協議会で協議が調つた市町村を

単位 とするものとされているが、処理方針及びガイ ドラインで述べているとおり、運

営協議会を複数の市町村又は都道府県単位で開催することも可能であり、この場合、

運送を必要 とする者の居住地及び行動の目的地等に照らし合理的であり、かつ、当該

団体の運行管理が適切かつ確実に実施されると認められる範囲であつて、一つの市町

村を超えた広域的な運送の区域を設定することも可能である。

2.運 送 しようとする旅客の範囲について

(1)申 請日において該当する者がいない区分 (処理方針 2.(2)③ (イ)後 段)

福祉有償運送の必要性については、道路運送法施行規則第 49条 第 3号 イ、日、

ハ、二の区分ごとに、旅客の障害の状況等の態様を踏まえて判断することが必要で

あるため、登録の申請日において該当する者がいない区分は申請することができな

いこととされているが、登録後、区分を追加するため旅客の範囲を変更する場合は、

軽微な事項の変更の届出として、変更のあつた日から30日 以内の届出で足 りる。

なお、追加された区分に係る旅客を運送の対象とすることの妥当性等については、

運営協議会において、更新登録等の際に確認するものとする。



(2)道 路運送法施行規則第49条 第3号 ハ及び二に該当する者の確認方法について

(処理方針2.(2)③ (ハ)、ガイ ドライン3.(4)① イ)後 段)

福祉有償運送の旅客は、他人の介助によらずに移動することが困難であると認め

られ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者に限定さ

れており、特に、道路運送法施行規則第49条 第3号 ハ及び二に該当する者 (要支

援者及び 「その他の障害を有する者」)に ついては、運営協議会において運送の対

象とすることの妥当性等の確認を行うことが必要とされている。確認の方法につい

ては、ガイ ドラインにおいて、「申請者に当該会員の具体的な身体状況等の説明を

求める、身体状況について運営協議会の事務局が予め聴取した上でその内容を運営

協議会に報告する、運営協議会の下に判定委員会を設置し、当該判定委員会におい

て運送の対象とすることの適否について審査する」などの方法が例示として挙げら

れているが、参考までに、現在、各地の運営協議会において行われている確認方法

の事例について、その主なものを別紙 1の とおりとりまとめた。

3.複 数乗車の必要性について (処理方針2.(2)③ (ホ)前段tガ イドライン3.(4)

①口)前 段)

福祉有償運送は、 ドア ロツー ・ドアの個別輸送を原則としており、複数乗車につい

ては、例外的なものとされ、透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者

の施設送迎等であつて、運営協議会が必要と認めた場合に限つて運送することができ

るとされている。処理方針2.(2)③ (ホ)に ある、「透析患者の透析のための輸送、

知的障害者、精神障害者の施設送迎」は、複数乗車が認められる代表的な事例として

例示されているものでありぃ必ずしもこれに限定されるものではない。参考までに、

現在、各地の運営協議会ばおいて協議し、ガイ ドラインを踏まえて認められている複

数乗車の事例について、その主なものを別紙2の とおりとりまとめた。

4.旅 客か ら収豊する対価について (対価通達 2.(3)① イ.(注 2))

旅客から収受する対価については、実費の範囲内であると認められること、営利を

目的としているとは認められない妥当な範囲内であることなどが求められているが、

対価通達2.(3)① イコにある 「タクシーの上限運賃 (ハイヤー運賃を除く。)の 概

ね 1/2の 範囲内であること。」は、運送の対価の目安であり、上限として定められ

ているものではない。また、旅客から収受する対価について、運送の対価と運送の対

価以外の対価に区分して定められているが、これは、対価通達2.(3)① (注2)

にあるとおり、運送の対価を運送の対価以外の名日で収受することにより、運送の対

価の水準を、タクシーの上限運賃の概ね 1/2の 範由内であるとするような操作を防

止するためである。

5.運 営協議会に提出される書類について

運営協議会に提出される書類については、登録申請関係書類の写しの活用等が行わ

れているが、運営協議会によつては、既存の書類で確認が可能であるにも拘わらず、

別様式に書き改めた書類を求められるという事例も報告されており、こうした事例は

特段の事情がない限り過重なものと考えられるので、申請者の負担の軽減にも十分配

慮し、提出書類が適切なものとなるよう取り扱うこと。  ,



旅客の範囲 (要支援者、

※ 「その他 の障害者」 とは、

別紙 1

その他 の障害者 )の 確認方法 の事例

道路運送法施行規則第49条 第3号 二に該当する者である。

1.判 定組織 を設置 して判

(事例 1)

① 判 定委員会の対象となるのは、要支援者及びその他の障害者。

② 運 営協議会事務局において、運送団体が利用者に聴取 して作成 したチェッ

クシー ト、介護保険被保険者証及び医師の診断書を確認。チェックシー トに

ついて指摘事項があれば、事務局から運送団体に聴取。

③ 事 務局での確認後、判定委員会に送付 し、協議により判定。ただ し、実際

には、タ アマネージヤーに判定を委ねることが多い。

④ 判 定委員会は、市内を営業区域に含むタクシー等の事業者及びその組織す

る団体、市内において現に福祉有償運送を行つているNPO法 人に属する者

のうちその代表者が指名する者及び市健康福祉部障害福祉課長により構成。

(事例 2)

① 判 定委員会の対象となるのは、すべての旅客。

② 判 定委員会では、市の健康福祉センターの保有する情報をもとに協議を行

い、タクシーの利用が困難であり、福祉有償運送の利用が必要であるか否か

について判定。運営協議会へは、年 1回 行われる運営状況に関する報告の際、

毎月の登録者について報告。

③ 判 定委員会は、タクシー事業者及びその運転者が組織する団体の代表者、

健康福祉部長寿障害福祉課職員及び健康福祉部地域包括支援センター職員に

より構成。必要な場合にはさらに説明員を参加させることができる。

(事例 3)

① 判 定会議の対象となるのは、要支援者。

② 運 送団体が会員登録の際に、介護保険被保険者証を確認するとともに、利

用者から移動困難申出書の提出を求める。

③ 運 営協議会事務局 (市高齢福祉課)に おいて、申出書及び要介護認定資料

をもとに確認 し、疑義があれば運送団体と調整。

④ 事 務局での確認後、判定会議において最終判断を行い、結果は運営協議会

に報告。

⑤ 判 定会議は、市の医師職職員、保健師及び事務局により構成。

(その他の障害者の判定方法〉

⑥ そ の他の障害者のうち知的障害者については、運送団体が、療育手帳又は

障害者年金証書等障害の程度が分かる書面を確認。精神障害者については、

精神障害者保健福祉手帳若 しくは障害事由の年金又は障害給付金の受給を確

認。両者とも、運送団体における確認後、運営協議会事務局で判定を行う。



⑦ そ の他の障害者のうち障害者手帳を持たない者については、運営協議会事

務局が、医師の診断書 (知的障害者については知的障害者更正相談所による

判定書、精神障害者については当該障害を事由とする年金又は特別障害給付

金も含む)及 び利用者からの移動困難申出書を確認 して判定。なお、診断書

が無い場合には運営協議会で協議。

③ 判 定結果については、運営協議会に報告。

2.運 営協 で

(事例 1)

① 要 支援者について、運営協議会事務局が、介護保険被保険者証の保有の有

無を確認 し、これと運送団体が旅客としての認定の際に行つたヒアリング記

録により判定。判定の参考とするため、障害者福祉担当部署のみではなく、

介護保険担当部署においても上記の確認を行つた上で、両者で協議を行う。

② そ の他の障害者については、各障害者手帳を持つている場合が大半である

ため、手帳の保有の有無を確認 して、同様に判定。

③ 複 数市町村からなる運営協議会においては、旅客の範囲の確認手続きにつ

いて、担当者会議を開催 して上記の方法で統一。

(事例 2)

① 要 支援者について、運営協議会事務局が、介護保険被保険者証を確認 して

判定。

② そ の他の障害者のうち、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳保持者につ

いては手帳を確認 して判定。手帳等の保持者以外については、原則、医師の

診断書 (「自らタクシーに乗 り移動することが困難」である旨記載されたも

の)に より判定:た だ し、それが困難な場合には、市町村 (地域包括支援セ

ンター含む)の 保健師の確認書 (同旨記載)又 は民生委員の調査書 (同旨記

載)の 順に代えられる。

③ い ずれの旅客についても、判定結果については、運営協議会に報告。

(事例 3)

① 要 支援者及びその他の障害者について、運営協議会事務局が、介護保険被

保険者証又は障害者手帳、難病患者については公費負担助成決定通知の写 し

又は診断書とともに、利用者からの有償運送の利用を必要とする理由書を確

認 して判定。

② 判 定結果については、運営協議会に報告。

(事例 4)

① 当 該地区で定められている 「福祉有償運送移動困難者判定基準」に基づい

て判断。

② 要 支援者については、介護認定時の主治医の意見書並びに認定調査票によ

り、ねたきり度がA以 上又は認知 (痴果)度 が Ⅱ以上であることを確認。



③ そ の他の障害者については、障害者自立支援法に基づく認定調査又は自治

体が調査 した調査票にて、交通手段について、見守 り又は一部介助若 しくは

全介助を要することを確認。

④ こ れ らの情報を障害担当の職員が確認の上、判定。判定できない場合は障

害担当の意見を聞きながら、運営協議会事務局で判定。

3.運 送 団体 が会 員登 録 時 に書面 を確 認、運営協議会事 務局 で

(事例 1)

① 運 送団体が、身体障害者については身体障害者手帳の写 しを確認。要介護

者については介護保険証の写 しを確認。要支援者については、介護保険被保

険者証の写 し及び医師による証明書 (※医師による証明書だけでは、具体的

な身体状況が把握できない場合、又は医師による証明書の入手が困難な場合

には、ケアプランの写 し又はケアマネージャーからの意見書)を 確認。その

他の障害者については、その障害に応 じて、療育手帳又は精神障害者福祉手

帳の写 し、支援センターによる身体状況を記録 した文書、医師による証明書

(※同)を 確認。

② 運 営協議会事務局が、利用者からの 「福祉有償運送に係る移動困難申出書」

に加え、医師の証明書及び療育手帳若 しくはケアプランの写 し又はケアマネ
ージャーからの意見書に基づいて判定。なお、医師の証明書の入手が困難な

場合は、例えば地域包括支援センター、障害者生活支援センター、発達障害

者支援センター等が作成 した身体状況及び生活実態が把握できる書類によつ

て代えることができる。

③ 判 定結果については、運営協議会に報告。

(事例 2)

① 運 送団体が、介護保険被保険者証若 しくはその障害又は疾病を証する書類

(障害に応 じた各障害者手帳、難病患者にあっては公費負担助成決定通知の

写 し又は医師の診断書)を 確認。会員名簿にこれらの書類を添付 した書面を

用意。

② 運 営協議会事務局が、運送団体が用意 した書面とともに、旅客の移動制約

状況について確認の上、判定。

.運 営協 議会 で

(事例)

① 判 定の対象となるのは、要支援者及びその他の障害者。

② 運 営協議会の構成員が、対象者について運送団体の担当者から直接聴取を

行 い、 これ を も とに運 営 協 議 会 で最 終 的 な判 定 を行 う。



男11繊2

運営協議会で複数乗車が認められた具体的事例

① 同 一町内の身体障害者等が、同一の病院へ通院する場合の輸送

② 複 数の障害児を、同一施設から同一病院までの輸送

③ 身 体障害者の社会復帰を目的とする外出、日常生活 (買物等)の ための輸送

④ 特 別支援学校 (旧:養護学校)へ の送迎と施設間の輸送

⑤ 身 体障害者養護施設の入居者が、コンサート鑑賞に行くための会場への輸送

⑥ 同 居親族の会員の、乗車地・目的地が同一である場合の輸送

⑦ 障 害者支援施設における、障害者自立支援法施行前のデイサービス、短期入所、

中預かり等に相当する、日中一時支援事業に伴う輸送


